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2

中学校英語スピーキ
ングテスト最優秀事
業応募者決定報告原
議

東京都情報公
開条例第７条
第６号

【問合せ先の内線番号】
・職員が業務で使用する内線番号は、公にすることにより、業務と関連のない電話が
来る等、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

3

中学校英語スピーキ
ングテスト事業　第
１回技術審査委員会
資料

東京都情報公
開条例第７条
第６号

【資料５　審査項目及び配点票（案）の配点、加重及び採点者別採点欄】
・当該情報は、内部的な審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることに
より、自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれ
があり、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第
７条第６号）

4
中学校英語スピーキ
ングテスト第2回審査
委員会開催通知

東京都情報公
開条例第７条
第６号

【問合せ先の内線番号及びメールアドレス】
・当該情報は、公にすることにより、業務と関連のない電話が来る等、事務事業の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

5
中学校英語スピーキ
ングテスト第2回審査
委員会配布資料

東京都情報公
開条例第７条
第３号及び第
６号

【資料４　提案書概要の提案内容】
・当該情報は、事業応募者の事業活動上のノウハウ及び内部管理に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地
位が損なわれると認められるため（東京都情報公開条例第７条第３号）

【資料５　事前質問書の様式及び質疑内容】
・当該情報は、事業応募者の事業活動上のノウハウ及び内部管理に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地
位が損なわれると認められるため（東京都情報公開条例第７条第３号）

【様式1　採点表の採点者別採点欄、配点及び加重】
・当該情報は、内部的な審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることに
より、自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれ
があり、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第
７条第６号）

6
中学校英語スピーキ
ングテスト第2回審査
委員会　採点集計表

東京都情報公
開条例第７条
第６号

【事業応募者別点数、配点、加重及び採点者人数】
・当該情報は、内部的な審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることに
より、自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれ
があり、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第
７条第６号）

別添

1
中学校英語スピーキ
ングテスト最優秀事
業応募者決定原議

東京都情報公
開条例第７条
第３号、第４
号及び第６号

【総合点算出表の技術点、価格点、合計点】
・当該情報は、事業応募者の事業活動上のノウハウ及び内部管理に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地
位が損なわれると認められるため（東京都情報公開条例第７条第３号）
【価格点算出表の予定基準価格及び価格点】
・当該情報は、事業応募者の事業活動上のノウハウ及び内部管理に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地
位が損なわれると認められるため（東京都情報公開条例第７条第３号）
・当該情報は、事業の経理方針に関する情報であり、公にすることにより、今後の同
種の事業の公正な事業者選定に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例
第７条第６号）
【採点集計表の点数、配点、加重及び採点者数】
・当該情報は、内部的な審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることに
より、自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれ
があり、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第
７条第６号）
【業者の印影及び代表者のサイン】
・当該情報は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
（東京都情報公開条例第７条第４号)
【見積書の内訳】
・当該情報は、事業者の経理方針に関する情報であって、公にすることにより、当該
法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるた
め（東京都情報公開条例第７条第３号）
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7
中学校英語スピーキ
ングテスト第2回審査
委員会議事録

東京都情報公
開条例第７条
第３号

【プレゼンテーション（質疑含む）における事業者及び委員の発言】
【プレゼンテーション後の意見交換における委員の発言】
・当該情報は、事業応募者の事業活動上のノウハウ及び内部管理に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地
位が損なわれると認められるため（東京都情報公開条例第７条第３号）

【講評案に係る意見交換における委員の発言】
・当該情報は、事業応募者の事業活動上のノウハウ及び内部管理に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地
位が損なわれると認められるため（東京都情報公開条例第７条第３号）
・当該情報は、内部的な審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることに
より、自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれ
があり、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため（東京都情報公開条例第
７条第６号）

【事務局発言の中の技術点点数】
・当該情報は、事業応募者の事業活動上のノウハウ及び内部管理に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地
位が損なわれると認められるため（東京都情報公開条例第７条第３号）
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